


制度融資利用時の信用保証料を補助します（長岡市制度融資活用サポート補助金） ※一部補助が拡充されました 
 

令和８年度 長岡市中小企業制度融資取扱一覧表                                            （令和８年７月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

※１ 産業競争力強化法第 128条第２項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第２条第 31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の提出者については、それぞれ定める利率から 0.3％の範囲内で 

引き下げた貸付利率を適用できます。（別途、金融機関の金利審査があります。） 

※２ 借換は「長岡市中小企業振興資金」、「長岡市小口零細企業保証制度資金」、「長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金（金融機関等が認めた場合）」のみ対象となります。他制度は借換対象外です。 

※３ 用地の売買契約の日から３年以内に工場等の操業を開始するものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助対象は、事業者が負担した信用保証料相当額（国・県等の補助分は補助対象外） 

※県制度融資のお申し込み・お問い合わせは、県が定める取扱金融機関へお願いします。 

 

 

制 度 名 対 象 者 資金使途 融資限度額 貸付利率 返済期間 
担保 
及び 
保証人 

長岡市の 
信用保証料補助 

市への 
事前申請等 

（セーフティネット 

保証等認定含む） 

長岡市 
地方創生 
特別融資 

起業創業貸付 
市内で事業を営もうとするもの又は市内で事業を開始した後 
５年未満の中小企業者 

運転資金 
設備資金 

2,000 万円 

信用保証付   年 1.65% 

その他は     年 1.85% 
 

信用保証付   年 1.85% 

その他は     年 2.05% 

            （※１） 

10 年以内 

(据置１年以内を含む) 

取扱金融機関

の定めるとこ

ろによる 

100%補助 

（※制度融資活用サポート

補助金の申請が必要） 

不要 

経営改善貸付 
 

（１企業３回まで） 

次の(1)、(2)のいずれかに該当し、市内で事業を営む中小企業者 
(1)最近３か月の平均売上高が前年同期と比較して5％以上減少しているもの 
(2)中小企業信用保険法第２条第５項各号に該当するもの 

運転資金 
設備資金 
(借換も可

（※２）) 

3,000 万円 

信用保証付（責任共有外） 年 1.8% 

信用保証付（責任共有）   年 1.9% 

その他は           年 2.2% 

９年以内 

(据置２年以内を含む) 

 

要 

長岡市小口零細企業保証制度資金 
市内で事業を営む小規模企業者 

（新潟県信用保証協会の小口零細企業保証制度による信用保証付きとする。） 
運転資金 
設備資金 

2,000 万円 
(ただし、保証協会の 
保証融資残高額が 
2,000 万円以内) 

５年以内信用保証付  年 1.85% 
 

５年超信用保証付    年 2.05% 

運転資金 ５年以内 

設備資金 ７年以内 

(据置１年以内を含む) 

原則無担保 
とし、法人 
代表者を除き
保証人は 
徴求しない 

100%補助 

（※制度融資活用サポート

補助金の申請が必要） 

不要 

長岡市工場等立地促進資金 

工場等の建設又は購入を行う事業者で、次の(1)、(2)に該当するも
の 
(1)指定の業種（製造業、道路貨物運送業、倉庫業など）であること 
(2)工場等用地の規模が 1,000 平方メートル以上であること 

工場等用地 
購入資金
（※３） 
工場等建設 
購入資金 

・工場等用地購入 
費用の 2/3 

・工場等建設・購入 
費用の 2/3 

（2億円限度） 

           年 2.05% 
10 年以内 

（据置２年以内を含む） 

取扱金融機関

の定めるとこ

ろによる 

 

要 

NEW ①長岡市地方創生特別融資起業創業貸付  信用保証料 全額相当分給付 

NEW ②長岡市小口零細企業保証制度資金  信用保証料 全額相当分給付 

③新潟県セーフティネット資金（物価高騰等対策特別融資） 信用保証料 全額相当分給付   ※上限６０万円 

④新潟県セーフティネット資金（米国関税対策特別融資） 
信用保証料 全額相当分給付   ※上限３０万円 

⑤新潟県セーフティネット資金（連鎖倒産防止枠） 

⑥新潟県フロンティア企業支援資金 

信用保証料 ３分の１相当分給付  ※上限１５万円 

⑦新潟県事業承継資金 

⑧新潟県事業再生資金 

⑨新潟県経営改善サポート資金 

⑩新潟県魅力ある職場づくり応援資金 

【取扱い金融機関】 

第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合及び商工組合中央金庫の市内本支店並びに一部市外店 

※一部市外店は、第四北越銀行：見附支店、今町支店、分水支店、分水中央支店、見附中央支店、今町中央支店、出雲崎支店、片貝支店、小千谷支店、小出支店   大光銀行：見附支店、小千谷支店、吉田支店   長岡信用金庫：見附支店、小千谷支店    

新潟縣信用組合：小千谷支店、見附支店   新潟大栄信用組合：本店   とします。 

５年以内 

５年超 

＜申請期間＞ 

 令和８年４月１日（水）～令和９年２月 26日（金） 

※令和８年４月１日（水）～令和９年２月 26日（金）に実行された融資が対象 

 

＜申請方法＞ 

 融資実行後に、右記二次元コード（申請フォーム）よりご申請ください。 

https://logoform.jp/form/P5EF/1484128 

 

＜必要書類＞ 

 ・当該融資を利用したことがわかる金融機関との「金銭消費貸借契約証書等」の写し 

・新潟県信用保証協会発行の「信用保証決定のお知らせ（お客様用）」（信用保証料計算書）の写し 

・市税の「未納がない証明」（納税証明書）の写し（県融資利用（左表③～⑩）のみ） 

 ※県融資申し込み時に取得された県税の未納のないことの証明とは異なりますのでご注意ください。

※市制度融資利用（左表①及び②）の場合は不要です。 


